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Ⅰ はじめに 

 
国民生活基礎調査は、厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得ることを目的として、世帯属

性を経済面、健康面を含め網羅的に捕捉する大変重要な基幹統計調査である。 
しかしながら、近年においては、国民のプライバシー意識の高まり等により、調査協力が次第に得にく

くなるなどして、回収率が低下傾向にあり、特に都市部の若年・単独世帯において捕捉率が低くなってい

る。 
こうした状況下で、平成 28年国民生活基礎調査の調査計画についての統計委員会諮問第 82号の答申（平

成 28 年１月 21 日）において今後の課題として、「非標本誤差の縮小に向けた更なる取組」が掲げられ、

具体的には、「ア 本調査及び国勢調査の調査対象世帯に係る属性等の比較・検証」、「イ 本調査結果及

び国勢調査結果の分布に係る乖離の縮小に向けた検討」、「ウ 回収率向上に向けた調査方法の検討」が指

摘された。 
これを踏まえ、厚生労働省では、国民生活基礎調査の次回大規模調査（平成 31 年）の企画に資するた

め、平成 29 年度に郵送回収の導入の有効性を検証するための試験調査を実施するとともに、有識者によ

る専門的・技術的な検証・検討等を行うことを目的として、「国民生活基礎調査の非標本誤差の縮小に向

けた研究会」を開催した。 
本報告書は、当研究会において議論した「国民生活基礎調査と国勢調査の原データレベルでの比較・検

証」、「国民生活基礎調査の推計方法等に係る検証・検討」「郵送回収（試験調査）の結果の検証」の結果

をとりまとめたものである。 
なお、当研究会の検討のための資料の作成等事務の一部は、みずほ情報総研株式会社に委託して行った。 
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Ⅱ 国民生活基礎調査と国勢調査の原データレベルでの比較・検証 
 

従来より、平成 22 年国民生活基礎調査の世帯数（推計数）と平成 22 年国勢調査の世帯数の比較により、

都市部の若年・単独世帯の捕捉率が低いことを把握していた。 
国民生活基礎調査は、調査地区を国勢調査の調査区から抽出し、抽出された調査地区においては全数を

調査している（集落抽出法）。今回は、これを踏まえ、実際に国民生活基礎調査の対象となった地区につ

いて、国勢調査と国民生活基礎調査の実数ベースで世帯数の比較・検証を行った。具体的には、両調査が

同時期に実施された平成 22 年国勢調査と平成 22 年国民生活基礎調査、さらに、両調査の調査区が一致し

ている平成 22 年国勢調査と平成 25 年国民生活基礎調査の比較を行った。 
 

１ 平成 22 年国勢調査と平成 22 年国民生活基礎調査の集計結果の比較 

（１）比較・検証方法 

① マッチングおよび集計・比較方法 

平成 22 年国民生活基礎調査は平成 17 年国勢調査の調査区から抽出していることから、まず、平

成 22 年国民生活基礎調査の対象となった平成 17 年国勢調査調査区について、基本単位区番号・調

査区番号をキーとして、平成 22 年国勢調査調査区とマッチングを行った。（下図【Ａ】） 
次に、基本単位区番号・調査区番号の一致した地区（平成 17 年と 22 年で変更のない地区。以下

「比較・集計対象地区」という。）について、平成 22 年国勢調査と平成 22 年国民生活基礎調査の結

果をそれぞれ集計し・比較を行った。（下図【Ｂ】） 
 

 
 

  

平成17年国勢調査
（平成17年10月実施）

平成22年
国民生活基礎調査

（平成22年６月実施）

【前提】

【Ａ】 基本単位区番号
調査区番号

平成22年国勢調査
（平成22年10月実施）

【Ｂ】

マ
ッ
チ
ン
グ

平成17年国勢調査区から抽出
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② 集計対象地区数 

比較・集計対象となった地区は、3,826 地区となり、平成 22 年国民生活基礎調査の全対象地区（5,510
地区）の 69.4％であった。 

具体的には、まず、平成 22 年国民生活基礎調査の調査対象地区（5,510 地区）から「平成 17 年と

平成 22 年国勢調査の基本単位区番号・調査区番号が不一致の地区（1,650 地区）」を除き、さらに「国

民生活基礎調査の調査不能地区（12 地区）」を除いた。 
次に、「施設等の世帯」のうち、「寮・寄宿舎の学生・生徒」は、国勢調査、国民生活基礎調査と

もに調査対象となっているが、調査間で世帯の決め方が異なることから、両調査の集計対象を一致

させるため、国勢調査の「寮・寄宿舎の学生・生徒」を含む「施設等の世帯」のある地区（22 地区）

については両調査とも調査地区ごと集計対象から除いた。 
 

 

 
  

H17とH22国勢調査の基本単位区番号・調査区番号が不一致　１，６５０地区

国民生活基礎調査調査不能　１２地区

国勢調査の「施設等の世帯」のある地区　２２地区

比較・集計対象地区

（H22国民生活基礎調査調査対象地区）

（69.4％）

５，５１０地区

３，８６０地区

３，８４８地区

３，８２６地区

（70.1％）

（69.8％）
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比較・集計対象地区数の全地区に対する割合を市郡別にみると、郡部は、大都市やその他の市と

比べて、１割程度高くなっているものの、市郡別構成割合でみると、全地区と比較・集計対象地区

で、大きな差はみられなかった。 
 

比較・集計対象となった地区の市郡別の状況 

 
注１：平成 22 年国民生活基礎調査時点における市郡別により集計したものである。 
 ２：「大都市」は、20 大都市（東京都区部、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、

相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島

市、北九州市、福岡市）をいう。 
 ３：「その他の市」は、20 大都市以外の市をいう。 
 ４：「郡部」は、上記２～３以外をいう。 
  

全地区
比較・集計
対象地区

除外地区 全地区
比較・集計
対象地区

除外地区 全地区
比較・集計
対象地区

除外地区

総数 5 510 3 826 1 684 100.0 69.4 30.6 100.0 100.0 100.0

大都市 1 300  880  420 100.0 67.7 32.3 23.6 23.0 24.9

その他の市 3 564 2 430 1 134 100.0 68.2 31.8 64.7 63.5 67.3

郡部  646  516  130 100.0 79.9 20.1 11.7 13.5 7.7

地区数 構成割合（横100） 構成割合（縦100）
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（２）比較・検証結果 

世帯の捕捉率を「国民生活基礎調査÷国勢調査×100（％）」により、世帯の非捕捉寄与率を「（各項

目の国民生活基礎調査－国勢調査）÷（総数の国民生活基礎調査－国勢調査）×100（％）」によりそ

れぞれ算出した。 
すなわち、捕捉率は該当区分において国民生活基礎調査が国勢調査に対して捉えている割合を示し、

非捕捉寄与率は国民生活基礎調査が捕捉できていない世帯数全体を 100％として各項目に含まれる割

合を示している。 
 

① 世帯主の性・年齢階級別にみた世帯数 

・国民生活基礎調査の捕捉率（総数）は 79.1％ 
・年齢階級別にみると、若年の捕捉率が低い 
・世帯主が男性の世帯の非捕捉寄与率は全体の 65.6％ 

 
世帯主の性・世帯主の年齢階級別にみた世帯数の捕捉率・非捕捉寄与率

 

注：１ ｢総数｣には年齢不詳を含む。 
２ 捕捉率・非捕捉寄与率の定義は本文参照（以下略）。  

  

（単位：％）

総数 79.1 81.9 70.0 100.0 65.6 34.4

　19歳以下 69.6 71.3 67.3 1.0 0.6 0.5

　20～29歳 52.2 55.7 45.7 17.5 10.6 6.9

　30～39　 71.1 74.5 56.6 18.7 13.3 5.4

　40～49　 78.4 81.5 64.8 15.8 11.0 4.8
　50～59　 85.7 87.7 76.0 11.9 8.5 3.4
　60～69　 86.8 88.3 80.5 13.0 9.3 3.7
　70～79　 87.6 89.7 82.6 9.0 5.3 3.7
　80歳以上　 85.1 88.0 81.5 5.7 2.6 3.1

女

捕捉率 非捕捉寄与率

総数 女男 総数 男
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② 世帯構造別にみた世帯数 

・単独世帯における国民生活基礎調査の捕捉率は 61.5％ 
・単独世帯の 20 歳代と 30 歳代を合わせた非捕捉寄与率は全体の約４分の１ 

 
世帯構造・世帯主の性・世帯主の年齢階級別にみた世帯数の捕捉率（上）・非捕捉寄与率（下） 

 

 
注１：｢総数｣には年齢不詳を含む。 
２：「その他の世帯」とは、単独世帯、核家族世帯、三世代世帯以外の世帯をいう。 
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③ 住居の種類・建て方別にみた世帯数 

・国民生活基礎調査の捕捉率は持ち家が高く、民間賃貸住宅が低い 
・一戸建てに比べ、共同住宅の捕捉率が低い 
・民間賃貸住宅の 20 歳代と 30 歳代を合わせた非捕捉寄与率は全体の約３割 

 
住居の種類・建て方・世帯主の性・世帯主の年齢階級別にみた世帯数の捕捉率（上）・非捕捉寄与率（下） 

 

 
注：｢総数｣には年齢不詳を含む。  
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２ 平成 22 年国勢調査と平成 25 年国民生活基礎調査の世帯数の比較 

（１）比較・検証方法 

① マッチングおよび集計・比較方法 

平成 25 年国民生活基礎調査は平成 22 年国勢調査の調査区から抽出していることから、まず、平

成 25 年国民生活基礎調査の対象となった調査区について、調査区番号をキーとして、平成 22 年国

勢調査調査区とマッチングし、次に、調査区番号の一致した地区（同一地区）について、平成 22 年

国勢調査と平成 25 年国民生活基礎調査の世帯数を比較した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成22年
国勢調査

（平成22年10月実施）

平成25年
国民生活
基礎調査
（平成25年
６月実施）

【前提】

同一地区の世帯数の比較

平成22年国勢調査
調査区から抽出

マッチング
調査区番号
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ただし、両調査は調査時期が約３年の隔たりがある。このため、これらの世帯数の差には、世帯

の異動（転出入・死亡等）等も含まれることに注意が必要である。 
なお、当初は両調査の調査地区の名簿を用いて、この増減要因を詳細に分析する予定であったが、

国勢調査調査世帯一覧の閲覧については、総務省の「国勢調査調査世帯一覧閲覧取扱要領」におい

て、調査地域の境界確認に限り閲覧を承認することとしており、今回の目的では閲覧が不可能であ

ることから、両調査の調査地区ごとの世帯数の差について比較を行うこととしたものである。 
 

 
 
 

② 比較対象地区数 

比較対象となった地区は、平成 25 年国民生活基礎調査の調査対象地区（5,530 地区）から調査不

能地区及び国勢調査の「施設等の世帯」のある地区（222 地区）を除いた 5,308 地区となり、平成 25
年国民生活基礎調査の全対象地区の 96.0％であった。 

平成22年国勢調査 平成25年国民生活基礎調査
（平成22年10月） （平成25年6月）

<100>

注：　＜　＞内の数字は国勢調査の調査対象を１００とした場合の仮の数字である。

死亡<2>

その他<2>

拒否<3>

転出<12>

回収<69>

                              転入・未回収<3>

転入・回収<14>

面接不能<12>

調
査
対
象
世
帯

集
計
客
体

調
査
対
象
世
帯

未
回
収

<103>

<17>

<83>



10 
 

（２）比較・検証結果 

① 市郡・単独世帯―単独世帯以外別にみた世帯数 

平成 25 年国民生活基礎調査の世帯数の平成 22 年国勢調査の世帯数に対する割合をみると、 
・総数では 79.2％ 
・単独世帯では 64.6％と、単独世帯以外の 85.7％に比べ低い 
・単独世帯を市郡別にみると、大都市で 53.6%と最も低い 
・郡部では、単独世帯と単独世帯以外の差はそれほど大きくない 

 
 平成 22 年国勢調査と平成 25 年国民生活基礎調査の調査地区別世帯数の比較 

 

【総数】　５，３０８地区

総　数 単独世帯 単独世帯以外

282 771 86 938 195 833

(100.0%) (30.7%) (69.3%)

223 932 56 160 167 772

(100.0%) (25.1%) (74.9%)

増減数 （H25国民生活基礎調査－H22国勢調査） ▲58 839 ▲30 778 ▲28 061

増減率（％） ▲20.8 ▲35.4 ▲14.3

H25国民生活基礎調査／H22国勢調査  （％） 79.2 64.6 85.7

【大都市】　１，３２２地区

総　数 単独世帯 単独世帯以外

72 987 27 791 45 196

(100.0%) (38.1%) (61.9%)

51 279 14 900 36 379

(100.0%) (29.1%) (70.9%)

増減数 （H25国民生活基礎調査－H22国勢調査） ▲21 708 ▲12 891 ▲8 817

増減率（％） ▲29.7 ▲46.4 ▲19.5

H25国民生活基礎調査／H22国勢調査  （％） 70.3 53.6 80.5

【その他の市】　３，３３６地区

総　数 単独世帯 単独世帯以外

178 134 51 368 126 766

(100.0%) (28.8%) (71.2%)

145 179 34 794 110 385

(100.0%) (24.0%) (76.0%)

増減数 （H25国民生活基礎調査－H22国勢調査） ▲32 955 ▲16 574 ▲16 381

増減率（％） ▲18.5 ▲32.3 ▲12.9

H25国民生活基礎調査／H22国勢調査  （％） 81.5 67.7 87.1

【郡部】　６５０地区

総　数 単独世帯 単独世帯以外

31 650 7 779 23 871

(100.0%) (24.6%) (75.4%)

27 474 6 466 21 008

(100.0%) (23.5%) (76.5%)

増減数 （H25国民生活基礎調査－H22国勢調査） ▲4 176 ▲1 313 ▲2 863

増減率（％） ▲13.2 ▲16.9 ▲12.0

H25国民生活基礎調査／H22国勢調査  （％） 86.8 83.1 88.0

H25国民生活基礎調査　世帯数

H22国勢調査　世帯数

H25国民生活基礎調査　世帯数

H22国勢調査　世帯数

H25国民生活基礎調査　世帯数

H22国勢調査　世帯数

H25国民生活基礎調査　世帯数

H22国勢調査　世帯数

注：１ 平成 25 年国民生活基礎調査時点における市郡別により集計したものである。 

２ 「大都市」は、21 大都市（東京都区部、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模

原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、

福岡市、熊本市）をいう。 

３ 「その他の市」は、21 大都市以外の市をいう。    

４ 「郡部」は、上記２～３以外をいう。    
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② 市郡別にみた世帯数階級の比較 

・国民生活基礎調査が国勢調査に比べて下の（少ない）階級の地区の割合は、大都市で 79.3％、

その他の市で 62.9％、郡部で 48.6％ 

・両調査が同じ階級の地区の割合は、大都市で 18.8％、その他の市で 34.1％、郡部で 47.2％ 
 
平成 22 年国勢調査の世帯数階級・平成 25 年国民生活基礎調査の世帯数階級・市郡別地区数 

 

 
  

【総数】 （単位：地区）

１－10 11－20 21－30 31－40 41－50 51－60 61－70 71－80 81－90 91－100 101以上 計

１－10  14  3  1 - - - - - - - -  18

11－20  25  78  1  1 - -  1 - - - -  106

21－30  15  82  201  13  1 -  1 - - -  1  314

31－40  24  73  313  376  29  4  1 - - - -  820

41－50  17  44  163  511  423  27  5  1  1 -  2 1 194

51－60  11  35  101  241  507  316  13  5  1  1 - 1 231

61－70  4  19  50  73  184  324  170  12  4 -  1  841

71－80  3  10  20  27  56  100  140  62  10  3 -  431

81－90 -  2  11  15  17  27  37  45  27  4  1  186

91－100  1  2  1  3  9  8  17  15  16  5  4  81

101以上 -  1  3  4  6  7  6  16  14  9  20  86

計  114  349  865 1 264 1 232  813  391  156  73  22  29 5 308

H22
国勢調査
の世帯数

Ｈ２５国民生活基礎調査の世帯数

【大都市】 （単位：地区）

１－10 11－20 21－30 31－40 41－50 51－60 61－70 71－80 81－90 91－100 101以上 計

１－10  1 - - - - - - - - - -  1

11－20  7  10 - - - - - - - - -  17

21－30  10  16  27  1 - -  1 - - -  1  56

31－40  16  32  80  48  6  1 - - - - -  183

41－50  9  22  72  125  73  3  1  1 - - -  306

51－60  5  21  57  72  135  48  2  2 -  1 -  343

61－70  2  5  27  26  59  60  22  2  1 - -  204

71－80 -  7  9  7  18  23  30  10 -  1 -  105

81－90 -  1  8  6  9  12  11  3  3  1 -  54

91－100  1 -  1  1  3  2  1  3  2  2 -  16

101以上 -  1  2  4  5  1  5  4  5  5  5  37

計  51  115  283  290  308  150  73  25  11  10  6 1 322

H22
国勢調査
の世帯数

Ｈ２５国民生活基礎調査の世帯数
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【その他の市】 （単位：地区）

１－10 11－20 21－30 31－40 41－50 51－60 61－70 71－80 81－90 91－100 101以上 計

１－10  9  1  1 - - - - - - - -  11

11－20  12  38  1  1 - -  1 - - - -  53

21－30  5  55  122  10  1 - - - - - -  193

31－40  8  40  185  246  16  2  1 - - - -  498

41－50  7  21  85  330  292  18  3 -  1 -  2  759

51－60  6  13  39  152  332  229  9  3  1 - -  784

61－70  2  14  19  43  114  232  123  9  3 -  1  560

71－80  3  3  11  18  32  67  88  41  8 - -  271

81－90 -  1  3  9  7  13  24  32  21  3  1  114

91－100 -  2 -  2  6  4  13  8  12  2  3  52

101以上 - -  1 -  1  5  1  9  8  3  13  41

計  52  188  467  811  801  570  263  102  54  8  20 3 336

Ｈ２５国民生活基礎調査の世帯数H22
国勢調査
の世帯数

【郡部】 （単位：地区）

１－10 11－20 21－30 31－40 41－50 51－60 61－70 71－80 81－90 91－100101以上 計

１－10  4  2 - - - - - - - - -  6

11－20  6  30 - - - - - - - - -  36

21－30 -  11  52  2 - - - - - - -  65

31－40 -  1  48  82  7  1 - - - - -  139

41－50  1  1  6  56  58  6  1 - - - -  129

51－60 -  1  5  17  40  39  2 - - - -  104

61－70 - -  4  4  11  32  25  1 - - -  77

71－80 - - -  2  6  10  22  11  2  2 -  55

81－90 - - - -  1  2  2  10  3 - -  18

91－100 - - - - -  2  3  4  2  1  1  13

101以上 - - - - -  1 -  3  1  1  2  8

計  11  46  115  163  123  93  55  29  8  4  3  650

Ｈ２５国民生活基礎調査の世帯数H22
国勢調査
の世帯数

地区数
構成割合

（％）
地区数

構成割合
（％）

地区数
構成割合

（％）
地区数

構成割合
（％）

5 308 100.0 1 322 100.0 3 336 100.0  650 100.0

 152 2.9  25 1.9  100 3.0  27 4.2

1 692 31.9  249 18.8 1 136 34.1  307 47.2

3 464 65.3 1 048 79.3 2 100 62.9  316 48.6

　　総数

　　国民生活基礎調査が上の階級の地区

　　両調査が同じ階級の地区

  　国民生活基礎調査が下の階級の地区

その他の市 郡部　　H22国勢調査とH25国民生活基礎
　　調査との世帯数の差

総数 大都市
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③ 平成 22 年国勢調査から平成 25 年国民生活基礎調査にかけての世帯数の増減数・市郡別に

みた地区数及び構成割合 

・単独世帯が減少した地区の割合は、大都市で 81.3％、その他の市で 69.7％、郡部で 59.4% 
・単独世帯以外が減少した地区の割合は、大都市で 86.0％、その他の市で 80.8％、郡部で 80.5% 

 
平成 22 年国勢調査から平成 25 年国民生活基礎調査にかけての世帯数の増減数・市郡別地区数 

及び構成割合 

 

 
 
 
 

【総数】

5 308 100.0 1 322 100.0 3 336 100.0  650 100.0

 406 7.6  61 4.6  274 8.2  71 10.9
51以上  6 0.1  1 0.1  5 0.1 - - 
41－50  3 0.1  1 0.1  1 0.0  1 0.2
31－40  2 0.0  1 0.1  1 0.0 - - 
21－30  13 0.2  4 0.3  9 0.3 - - 
11－20  35 0.7  5 0.4  25 0.7  5 0.8
１－10  347 6.5  49 3.7  233 7.0  65 10.0

 218 4.1  17 1.3  156 4.7  45 6.9

4 684 88.2 1 244 94.1 2 906 87.1  534 82.2

１－10 2 555 48.1  466 35.2 1 697 50.9  392 60.3
11－20 1 200 22.6  381 28.8  726 21.8  93 14.3
21－30  501 9.4  191 14.4  280 8.4  30 4.6
31－40  232 4.4  109 8.2  109 3.3  14 2.2
41－50  115 2.2  52 3.9  59 1.8  4 0.6
51以上  81 1.5  45 3.4  35 1.0  1 0.2

総　　数

増　　加

増減なし

減　　少

構成割合
（％）

世帯数の増減数
（H25国民生活基礎調査

－H22国勢調査）

総数 大都市 その他の市 郡部

地区数
構成割合

（％）
地区数

構成割合
（％）

地区数
構成割合

（％）
地区数

【単独世帯】

5 308 100.0 1 322 100.0 3 336 100.0  650 100.0

1 025 19.3  149 11.3  687 20.6  189 29.1
51以上 - - - - - - - - 
41－50  3 0.1  1 0.1  1 0.0  1 0.2
31－40  1 0.0 - -  1 0.0 - - 
21－30  2 0.0  1 0.1  1 0.0 - - 
11－20  14 0.3  1 0.1  10 0.3  3 0.5
１－10 1 005 18.9  146 11.0  674 20.2  185 28.5

 497 9.4  98 7.4  324 9.7  75 11.5

3 786 71.3 1 075 81.3 2 325 69.7  386 59.4
１－10 2 789 52.5  641 48.5 1 798 53.9  350 53.8
11－20  589 11.1  226 17.1  336 10.1  27 4.2
21－30  233 4.4  113 8.5  113 3.4  7 1.1
31－40  98 1.8  52 3.9  45 1.3  1 0.2
41－50  39 0.7  20 1.5  19 0.6 - - 
51以上  38 0.7  23 1.7  14 0.4  1 0.2

総　　数

増　　加

増減なし

減　　少

増減数
（H25国民生活基礎調査

－H22国勢調査の世帯数）

総数 大都市 その他の市 郡部

地区数
構成割合

（％）
地区数

構成割合
（％）

地区数
構成割合

（％）
地区数

構成割合
（％）
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３ 評価 

 
・平成 22年国勢調査と平成 22年国民生活基礎調査の比較・集計対象地区について比較したところ、

単独・若年世帯の捕捉率が低いという、従来から推計数ベースで把握していたことと同様の結果が

確認された。また、一戸建てに比べ、共同住宅の捕捉率が低いという一般的に言われていることと

同様の傾向が確認された。 

・平成 22年国勢調査の世帯数に対する平成 25 年国民生活基礎調査の世帯数の割合をみると、単独世

帯、特に大都市において低い傾向が確認された。 

・捕捉率の低い都市部の単独・若年世帯の回収率の向上のための方策を検討する必要があるというこ

とが改めて示唆された。 

 

  

【単独世帯以外】

5 308 100.0 1 322 100.0 3 336 100.0  650 100.0

 596 11.2  114 8.6  411 12.3  71 10.9
51以上  6 0.1  1 0.1  5 0.1 - - 
41－50  2 0.0  1 0.1  1 0.0 - - 
31－40  2 0.0  2 0.2 - - - - 
21－30  8 0.2  2 0.2  6 0.2 - - 
11－20  32 0.6  6 0.5  23 0.7  3 0.5
１－10  546 10.3  102 7.7  376 11.3  68 10.5

 357 6.7  71 5.4  230 6.9  56 8.6

4 355 82.0 1 137 86.0 2 695 80.8  523 80.5
１－10 3 501 66.0  840 63.5 2 207 66.2  454 69.8
11－20  677 12.8  236 17.9  393 11.8  48 7.4
21－30  126 2.4  51 3.9  62 1.9  13 2.0
31－40  37 0.7  5 0.4  25 0.7  7 1.1
41－50  10 0.2  2 0.2  7 0.2  1 0.2
51以上  4 0.1  3 0.2  1 0.0 - - 

総　　数

増　　加

増減なし

減　　少

地区数
構成割合

（％）
地区数

構成割合
（％）

地区数
構成割合

（％）

郡部

地区数
構成割合

（％）

増減数
（H25国民生活基礎調査

－H22国勢調査の世帯数）

総数 大都市 その他の市
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Ⅲ 国民生活基礎調査の推計方法等に係る検証・検討 
 

国勢調査と国民生活基礎調査の結果の分布に乖離が認められることから、現行の推計方法の妥当性と

ともに、更なる精度向上等を図る観点から推計方法の見直しについて検証・検討を行った。 
 

１ 全部不詳データの補正 

（１）補正方法 

平成 22 年度に厚生労働省が開催した「国民生活基礎調査の標本設計・推定方法等に関する研究会」

（座長：岩崎学成蹊大学理工学部教授）（以下「平成 22 年度研究会」という。）において、平成 19 年
国民生活基礎調査データ（以下「平成 19 年データ」という。）を用いて３種類の方法により全部不詳デ

ータ（無回答世帯）の補正を試みたが、どれも一長一短あり、補正結果が補正しない場合よりよくなっ

たかどうかを含め、有効性が判断できなかった。 
今回は、平成 22 年度研究会で用いた３種類の方法について、国勢調査と国民生活基礎調査が同時期

に実施された平成 22 年国民生活基礎調査データ（以下「平成 22 年データ」という。）に置き換えて試

算を行った。 
 

① 世帯票の推定について 

ア 世帯票の調査区別有効回答世帯数を用いる方法 

各調査区における標準的な世帯数を 40 と想定し、有効回答世帯数が 40 に満たない調査区は有

効回答世帯数の逆数を用いた調整係数を乗じて世帯数が 40 となるよう調整する。その上で、都道

府県・指定都市別に６月１日の推計人口と調整後の有効回答世帯員数の比から、修正拡大乗数を

算出する。各個票に「調整係数×修正拡大乗数」をウェイトとして付与して、各推計値を算出す

る。 
 

                       １．０   （ｎ≧４０） 

    （調査区別）調整係数 ＝                  （ｎ ： １調査区内の回答世帯数） 

                       ４０／ｎ （ｎ＜４０） 

 

                             （県・指定都市別） ６月１日推計人口 

（県・指定都市別）修正拡大乗数 ＝  

（県・指定都市別） 調整後の世帯員数の合計 

 
※（県・指定都市別）調整後の世帯員数の合計 ＝ Σ 調整係数×世帯員数 

 
イ 国勢調査の結果を利用する方法 

（世帯構造×世帯主年齢階級別世帯分布を用いる方法その１） 

調整係数を下記のとおり層別とした上で、アと同様の方法により県・指定都市別の修正拡大乗

数を算出し、各個票に「調整係数×修正拡大乗数」をウェイトとして付与して、各推計値を算出

する。 
                （層別） 平成 22 年国勢調査世帯数 

（層別）調整係数 ＝  

（層別） 世帯票有効回答世帯数 

※ 「層別」：県・指定都市×世帯構造×世帯主年齢階級別 



16 
 

ウ 所得票の有効回答世帯数の割合を用いる方法 

（世帯構造×世帯主年齢階級別世帯分布を用いる方法その２） 

調整係数の分母となる回答世帯数として所得票回答世帯数を用いる以外はイと同じ方法である。 
なお、所得票調査対象世帯が存在しない区分または回収率が０の区分が発生した場合は，適宜

全国値を代入するなどして補う。 
 

② 所得票・貯蓄票の推定について 

基本的には世帯票と同様な試算である。世帯票の推定と異なる部分は以下のとおり。 

 

ア 所得票の単位区別回答世帯数を用いる方法 

所得票は、調査区を地理的に分割した単位区で調査をしている。 
このため、調査区毎ではなく単位区毎に回答世帯数の差を補正する。単位区の標準世帯数を 20

とし、有効回答世帯数が 20 に満たない単位区は、20 となるよう調整係数を用いる。所得票の拡

大乗数は単位区を使ったものなので、現行の数値を使用し、各個票に「調整係数×（現行）拡大

乗数」をウェイトとして付与して、各推計値を算出する。 
 

                １．０   （ｎ≧２０） 

    調整係数 ＝                 （ｎ ： １単位区内の回答世帯数） 

                ２０／ｎ （ｎ＜２０） 

 

イ 国勢調査の結果を利用する方法 

（世帯構造×世帯主年齢階級別世帯分布を用いる方法その１） 

国勢調査と比較する対象として所得票の有効回答世帯数を使う以外は世帯票のイと同じ方法

である。 
 

ウ 所得票の有効客体数の割合を用いる方法 

（世帯構造×世帯主年齢階級別世帯分布を用いる方法その２） 

世帯票と所得票で調査票の回収に同じような偏りが発生すると仮定して、県・指定都市×世帯

構造×世帯主年齢階級別の調整係数として、所得票の回収率の逆数の２乗を用いる。それ以外は、

世帯票のイと同じ方法である。 
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（２）補正結果 

平成 22 年データを用いた３種類の方法による補正結果について、平成 22 年度研究会で同様の方法に

より行った平成 19 年データを用いた補正結果との比較を行うとともに、現行方式による集計結果との

比較を行った。 
① 世帯票について 

ア 世帯構造別の世帯の構成割合の差（上 H22、下 H19） 

・H22 の「男（単独）」「女（単独）」「夫婦と未婚の子のみ」では、H19 より差が拡大 

・「三世代」では、H19 と H22 で差の正負が逆転 

 
 

H22 世帯構造別の世帯の構成割合の差（各推計値-※H22国勢調査）

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

世帯票（実数）

世帯票（拡大乗数考慮）（現行）

地区別回答世帯数による補正方式の世帯票（試算①）

国勢調査ベース世帯数による補正後の世帯票（試算②）

所得票有効回答率による補正後の世帯票（試算③）

H19 世帯構造別の世帯の構成割合の差（各推計値-H17国勢調査）

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

世帯票（実数）

世帯票（拡大乗数考慮）（現行）

地区別回答世帯数による補正方式の世帯票（試算①）

国勢調査ベース世帯数による補正後の世帯票（試算②）

所得票有効回答率による補正後の世帯票（試算③）
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H22：平成 22年データを用いた補正結果、H19：平成 19年データを用いた補正結果（以下同じ） 

 
イ 世帯員の年齢分布の人数の差（上 H22,下 H19） 

・「地区別回答世帯数による補正」及び「所得票有効回答率による補正」では、総じて、H19 に

比べ差が拡大 

・「国勢調査ベース世帯数による補正」では、H19 と比較すると、年齢階級によって差の正負が

逆転したり、差が拡大あるいは縮小しており、補正の傾向にばらつきあり 
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H22 世帯員の年齢分布の人数の差（各推計値-※総務省推計人口） ※H22年6月

-2,000
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0
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1,000

世帯票（拡大乗数考慮）（現行）

地区別回答世帯数による補正方式の世帯票（試算①）

国勢調査ベース世帯数による補正後の世帯票（試算②）

所得票有効回答率による補正後の世帯票（試算③）

（千人）

H19 世帯員の年齢分布の人数の差（各推計値-※総務省推計人口） ※H19年6月
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国勢調査ベース世帯数による補正後の世帯票（試算②）

所得票有効回答率による補正後の世帯票（試算③）

（千人）
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ウ 世帯構造別、世帯類型別にみた世帯数及び平均世帯人員 

現行方式に比べ、 

・単独世帯は、いずれの試算でも増加、特に試算②③の増加幅が大きい 

・夫婦のみの世帯は、試算②③で減少 

・夫婦と未婚の子のみの世帯は、いずれの試算でも減少 

・三世代世帯は、試算①で増加、試算②で減少 

・高齢者世帯は、試算①で増加、試算②③で減少 

・ひとり親と未婚の子のみの世帯、母子世帯は、試算②の増加幅が大きい 

・平均世帯人員は、いずれの試算でも減少、特に試算②③の減少幅が大きい 

 
世帯構造－世帯類型別にみた世帯数及び平均世帯人員の年次推移 

 
 注：１ 端数処理（四捨五入）の関係で、合計が一致しないことがある。 
    ２ 平成７年の数値は、兵庫県を除いたものである。 
   ３ 青枠は現行方式より増加している場合、赤枠は現行方式より減少している場合である。 
  試算①：地区別回答世帯数による補正を行った試算 
  試算②：H22 国勢調査ベース世帯数による補正を行った試算 
  試算③：所得票有効回答率による補正を行った試算 
 22 国調：平成 22 年国勢調査（一般世帯）  

     
  

単独世帯
夫 婦 のみ
の 世 帯

夫 婦と 未婚

の 子の みの
世 帯

ひと り 親と

未 婚 の 子
のみ の 世帯

三 世 代
世 帯

そ の 他の
世 帯

高 齢 者
世 帯

母子世帯 父子世帯
そ の 他の
世 帯

　　　　　推　　　　計　　　　数　　（単位：千世帯） （人）

昭和61年 37 544 6 826 5 401 15 525 1 908 5 757 2 127 2 362  600  115 34 468 3.22
平成元年 39 417 7 866 6 322 15 478 1 985 5 599 2 166 3 057  554  100 35 707 3.10
    ４  41 210 8 974 7 071 15 247 1 998 5 390 2 529 3 688  480  86 36 957 2.99
    ７  40 770 9 213 7 488 14 398 2 112 5 082 2 478 4 390  483  84 35 812 2.91
    10  44 496 10 627 8 781 14 951 2 364 5 125 2 648 5 614  502  78 38 302 2.81
    13  45 664 11 017 9 403 14 872 2 618 4 844 2 909 6 654  587  80 38 343 2.75
    16  46 323 10 817 10 161 15 125 2 774 4 512 2 934 7 874  627  90 37 732 2.72
    19  48 023 11 983 10 636 15 015 3 006 4 045 3 337 9 009  717  100 38 197 2.63

  20 47 957 11 928 10 730 14 732 3 202 4 229 3 136 9 252  701  94 37 910 2.63
  21 48 013 11 955 10 688 14 890 3 230 4 015 3 234 9 623  752  93 37 545 2.62

  22現行 48 638 12 386 10 994 14 922 3 180 3 835 3 320 10 207  708  77 37 646 2.59
　試算① 49 234 13 109 11 064 14 632 3 216 3 852 3 361 10 481  713  76 37 965 2.55
　試算② 51 448 16 136 10 360 14 554 4 557 3 710 2 131 9 477 1 028  112 40 830 2.44
　試算③ 50 341 14 924 10 451 14 328 3 419 3 832 3 386 10 053  836  88 39 363 2.50
　22国調 51 842 16 785 10 244 14 440 4 523 3 658 2 193 9 415  756  89 41 582 2.42

　　　　構　　 成 　　割 　　合　　（単位：％）
昭和61年 100.0 18.2 14.4 41.4 5.1 15.3 5.7 6.3 1.6 0.3 91.8 ・
平成元年 100.0 20.0 16.0 39.3 5.0 14.2 5.5 7.8 1.4 0.3 90.6 ・
    ４  100.0 21.8 17.2 37.0 4.8 13.1 6.1 8.9 1.2 0.2 89.7 ・
    ７  100.0 22.6 18.4 35.3 5.2 12.5 6.1 10.8 1.2 0.2 87.8 ・
    10  100.0 23.9 19.7 33.6 5.3 11.5 6.0 12.6 1.1 0.2 86.1 ・
    13  100.0 24.1 20.6 32.6 5.7 10.6 6.4 14.6 1.3 0.2 84.0 ・
    16  100.0 23.4 21.9 32.7 6.0 9.7 6.3 17.0 1.4 0.2 81.5 ・
    19  100.0 25.0 22.1 31.3 6.3 8.4 6.9 18.8 1.5 0.2 79.5 ・

  20 100.0 24.9 22.4 30.7 6.7 8.8 6.5 19.3 1.5 0.2 79.0 ・
  21 100.0 24.9 22.3 31.0 6.7 8.4 6.7 20.0 1.6 0.2 78.2 ・

  22現行 100.0 25.5 22.6 30.7 6.5 7.9 6.8 21.0 1.5 0.2 77.4 ・
　試算① 100.0 26.6 22.5 29.7 6.5 7.8 6.8 21.3 1.4 0.2 77.1 ・
　試算② 100.0 31.4 20.1 28.3 8.9 7.2 4.1 18.4 2.0 0.2 79.4 ・
　試算③ 100.0 29.6 20.8 28.5 6.8 7.6 6.7 20.0 1.7 0.2 78.2 ・
　22国調 100.0 32.4 19.8 27.9 8.7 7.1 4.2 18.2 1.5 0.2 80.2 ・

平 均
世 帯 人員

推　計　数　（単位：千世帯）

構　成　割　合　（単位：％）

年 次 総 数

世　帯　構　造 世　帯　類　型
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エ 年齢階級別にみた世帯人員 

現行方式に比べ、 

・19歳以下では、いずれの試算でも減少 

・20～29 歳では、いずれの試算でも増加、特に試算②③の増加幅が大きい 

・30～34 歳では、試算②③で増加、特に試算②の増加幅が大きい 

・35～44 歳では、試算②で増加 

・45～54 歳では、試算③で増加 

・55～59 歳では、試算②で減少 

・60～79 歳では、試算②③で減少、特に試算②の減少幅が大きい 

・80歳以上では、試算②で減少 

 
年齢階級別にみた世帯人員の年次推移

 
注：１ 端数処理（四捨五入）の関係で、合計が一致しないことがある。 

２：平成７年の数値は、兵庫県を除いたものである。  
３ 青枠は現行方式より増加している場合、赤枠は現行方式より減少している場合である。 

試算①：地区別回答世帯数による補正を行った試算 
試算②：H22 国勢調査ベース世帯数による補正を行った試算 
試算③：所得票有効回答率による補正を行った試算 
推計人口：平成 22 年６月１日現在推計人口（日本人人口） 

  

年次 総数 １９歳以下 ２０～２４ ２５～２９ ３０～３４ ３５～３９ ４０～４４ ４５～４９ ５０～５４ ５５～５９ ６０～６４ ６５～６９ ７０～７４ ７５～７９ ８０歳以上 不詳

昭和61年 120,946 35,380 7,532 7,321 8,526 11,366 8,718 8,391 8,114 7,191 5,774 4,276 3,575 2,571 2,204 6

平成元年 122,312 33,490 8,097 7,362 7,685 9,776 9,971 9,292 8,105 7,643 6,634 4,929 3,782 2,934 2,593 19

　　４ 123,303 31,216 8,946 7,590 7,535 8,260 10,995 8,730 8,586 8,114 7,241 5,717 4,106 3,110 3,053 103

　　７ 118,835 27,647 8,835 7,624 7,344 7,370 8,830 9,936 8,651 7,759 7,296 6,289 4,618 3,122 3,421 95

　　10 125,146 27,158 8,743 8,714 7,827 7,650 7,951 10,405 9,302 8,622 8,117 7,163 5,590 3,683 4,185 36

　　13 125,736 25,958 7,582 8,823 8,335 7,800 7,803 8,691 11,039 8,495 8,079 7,684 6,301 4,437 4,650 60

　　16 126,169 25,141 6,711 7,521 8,854 8,252 7,847 7,928 9,614 9,685 9,080 7,879 6,795 5,340 5,410 111

　　19 126,083 23,908 6,181 6,824 8,752 9,079 7,970 7,716 8,266 10,793 8,610 8,346 7,145 5,643 6,451 400

22現行 125,739 23,235 5,748 6,167 7,415 9,221 8,521 8,045 7,939 9,227 10,310 8,787 7,282 6,175 7,524 142

試算① 125,739 22,835 5,809 6,207 7,381 9,123 8,434 8,002 7,938 9,253 10,318 8,852 7,402 6,315 7,719 150

試算② 125,738 22,905 6,349 7,232 8,357 9,832 8,758 8,031 7,702 8,700 9,858 8,202 6,859 5,804 7,007 141

試算③ 125,739 22,922 6,397 6,704 7,668 8,977 8,296 8,151 8,006 9,485 10,067 8,368 7,000 5,901 7,609 187

推計人口 125,739 22,753 6,560 7,207 8,170 9,539 8,493 7,793 7,568 8,713 9,737 8,244 6,924 5,899 8,138 .

昭和61年 100.0 29.3 6.2 6.1 7.0 9.4 7.2 6.9 6.7 5.9 4.8 3.5 3.0 2.1 1.8 0.0

平成元年 100.0 27.4 6.6 6.0 6.3 8.0 8.2 7.6 6.6 6.2 5.4 4.0 3.1 2.4 2.1 0.0

　　４ 100.0 25.3 7.3 6.2 6.1 6.7 8.9 7.1 7.0 6.6 5.9 4.6 3.3 2.5 2.5 0.1

　　７ 100.0 23.3 7.4 6.4 6.2 6.2 7.4 8.4 7.3 6.5 6.1 5.3 3.9 2.6 2.9 0.1

　　10 100.0 21.7 7.0 7.0 6.3 6.1 6.4 8.3 7.4 6.9 6.5 5.7 4.5 2.9 3.3 0.0

    ４  100.0 20.6 6.0 7.0 6.6 6.2 6.2 6.9 8.8 6.8 6.4 6.1 5.0 3.5 3.7 0.0

　　16 100.0 19.9 5.3 6.0 7.0 6.5 6.2 6.3 7.6 7.7 7.2 6.2 5.4 4.2 4.3 0.1

　　19 100.0 19.0 4.9 5.4 6.9 7.2 6.3 6.1 6.6 8.6 6.8 6.6 5.7 4.5 5.1 0.3

22現行 100.0 18.5 4.6 4.9 5.9 7.3 6.8 6.4 6.3 7.3 8.2 7.0 5.8 4.9 6.0 0.1

試算① 100.0 18.2 4.6 4.9 5.9 7.3 6.7 6.4 6.3 7.4 8.2 7.0 5.9 5.0 6.1 0.1

試算② 100.0 18.2 5.0 5.8 6.6 7.8 7.0 6.4 6.1 6.9 7.8 6.5 5.5 4.6 5.6 0.1

試算③ 100.0 18.2 5.1 5.3 6.1 7.1 6.6 6.5 6.4 7.5 8.0 6.7 5.6 4.7 6.1 0.1

推計人口 100.0 18.1 5.2 5.7 6.5 7.6 6.8 6.2 6.0 6.9 7.7 6.6 5.5 4.7 6.5 .

推計数　（単位：千人）

構成割合　（単位：％）
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② 所得票について 

ア 世帯構造別の世帯の構成割合の差（上 H22、下 H19） 

・H19 と H22 の間で、傾向に大きな違いはみられないものの、「三世代」については、３種類

の試算で H19 と H22 で差の正負が逆転 

 

 

H22 世帯構造別の世帯の構成割合の差（各推計値-※H22国勢調査）
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所得票（実数）

所得票（拡大乗数考慮）（現行）

単位区別回答世帯数による補正方式の所得票（試算①）

H22国勢調査世帯数による補正後の所得票（試算②）

所得票有効回答率による補正後の所得票（試算③）

H19 世帯構造別の世帯の構成割合の差（各推計値-H17国勢調査）
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単位区別回答世帯数による補正方式の所得票（試算①）

H17国勢調査世帯数による補正後の所得票（試算②）

所得票有効回答率による補正後の所得票（試算③）
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イ 世帯員数の不詳を除く年齢階級別構成割合の差（上 H22,下 H19） 

・概ね 44歳まではマイナスに、45歳以上はプラスになる傾向は変わらず 

・「単位区別回答世帯数による補正」では、H19 の 65 歳～74 歳の山が H22 ではなだらかに 

・「所得票有効回答率による補正」では、概ねどの年齢階級でも差が拡大 

 

 

H22 世帯員数の不詳を除く年齢階級別構成割合の差（各推計値-※総務省推計人口） ※H22年6月
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H22国勢調査世帯数による補正後の所得票（試算②）

所得票有効回答率による補正後の所得票（試算③）

H19 世帯員数の不詳を除く年齢階級別構成割合の差（各推計値-※総務省推計人口） ※H19年6月
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所得票有効回答率による補正後の所得票（試算③）
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ウ 所得中央値・五分位（上 H22,下 H19） 

・H19 ではいずれの試算でも現行方式よりやや低めとなっていたが、H22 では特に「国勢調査

による補正」「所得票有効回答率による補正」で差が拡大 

 

 

 
  

H22 所得中央値・五分位
（単位　万円）

ウェイトなし 現行方式
単位区分別回答
世帯数による補正

（試算①）

H22国勢調査
による補正
（試算②）

所得票有効回答
率による補正

（試算③）

一世帯当たり
平均所得金額

537.5 549.6 544.1 528.5 527.9

中央値 427 438 423 415 408

202 208 202 199 190

351 359 350 340 332

524 535 520 509 506

801 810 804 785 796

所得五分位
階級別分位値

補正方法別

H19 所得中央値・五分位
（単位　万円）

ウェイトなし 現行方式
単位区分別回答
世帯数による補正

（試算①）

H22国勢調査
による補正
（試算②）

所得票有効回答
率による補正

（試算③）

一世帯当たり
平均所得金額

551.5 566.8 562.2 557.6 559.3

中央値 440 451 448 450 450

204 214 211 210 200

355 365 360 365 360

540 554 546 550 552

820 838 830 823 830

所得五分位
階級別分位値

補正方法別
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エ 各推計方法における総所得分布（上 H22,下 H19） 

・「100 万円～400 万円」において、H22 ではいずれの試算でも現行方式より高い 

 

 
  

H22 各推計方法における総所得分布
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単位区別回答世帯数による補正方式の所得票（試算①）

H22国勢調査世帯数による補正後の所得票（試算②）

所得票有効回答率による補正後の所得票（試算③）

（万円）

H19 各推計方法における総所得分布
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H17国勢調査世帯数による補正後の所得票（試算②）

所得票有効回答率による補正後の所得票（試算③）

（万円）
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オ １世帯当たり平均所得金額 

現行方式に比べ、  

・全世帯では、いずれの試算でも低下、特に試算②③で低下幅が大きい 

・高齢者世帯及び児童のいる世帯では、試算①で上昇、試算②③で低下 

 
１世帯当たり平均所得金額

 

注：青枠は現行方式より上昇している場合、赤枠は現行方式より低下している場合である。 
試算①：単位区別回答世帯数による補正を行った試算 
試算②：H22 国勢調査ベース世帯数による補正を行った試算 
試算③：所得票有効回答率による補正を行った試算 
現 行：以下の計算により１世帯当たりの平均所得金額等を推計している。   

  (１) 都道府県・指定都市別の、国勢調査調査区数と世帯票の実査地区数の比及び世

帯票実査地区から設定された単位区数と所得票の実査単位区数の比（拡大乗数）

を求める。  
(２) 「（１）」の比（拡大乗数）を集落抽出により実施した調査結果から得られた世

帯数に乗ずる。 
  

試算 試算 試算
21現行 ① ② ③

549.6 544.1 528.5 527.9

対前年増加率（％） 0.4 △0.6 △3.5 △3.6

307.9 316.9 303.7 296.0

対前年増加率（％） 3.7 6.7 2.3 △0.3

697.3 700.3 685.7 693.5

対前年増加率（％） 1.3 1.7 △0.4 0.7

児童のいる世帯（万円）

全　　世　　帯（万円）

高 齢 者 世 帯（万円）
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カ 年齢階級別にみた１世帯当たり平均所得金額 

現行方式に比べ、 

・40～49 歳及び 70歳以上の試算①を除き、いずれの年齢階級・試算でも低下 

・29歳以下及び 70歳以上では、試算③で低下幅が大きい 

・30～69 歳では、試算②で低下幅が大きい 

 

 
注：青枠は現行方式より上昇している場合、赤枠は現行方式より低下している場合である。 
試算①：単位区別回答世帯数による補正を行った試算 
試算②：H22 国勢調査ベース世帯数による補正を行った試算 
試算③：所得票有効回答率による補正を行った試算 

 
キ 年齢階級別にみた世帯人員１人当たり平均所得金額 

現行方式に比べ、 

・29歳以下の試算③を除き、いずれの年齢階級・試算でも上昇 

・49歳以下では、試算②で上昇幅が大きい 

・60歳以上では、試算①で上昇幅が大きい 

 

 
注：青枠は現行方式より上昇している場合、赤枠は現行方式より低下している場合である。 
試算①：単位区別回答世帯数による補正を行った試算 
試算②：H22 国勢調査ベース世帯数による補正を行った試算 
試算③：所得票有効回答率による補正を行った試算 

  

世帯主の年齢階別にみた１世帯当たり平均所得金額 （単位：万円）

総  数 29歳以下 30～39歳 40～49 50～59 60～69 70歳以上
（再掲）
65歳以上

現行 549.6 301.0 551.3 678.5 731.9 539.5 406.5 429.2

試算① 544.1 284.4 535.7 684.4 721.4 537.6 409.0 433.0

試算② 528.5 263.8 517.0 647.2 704.1 528.3 402.9 425.5

試算③ 527.9 242.2 523.5 649.2 719.8 532.1 391.7 416.0

世帯主の年齢階級別にみた世帯人員１人当たり平均所得金額 （単位：万円）

総  数 29歳以下 30～39歳 40～49 50～59 60～69 70歳以上
（再掲）
65歳以上

現行 207.3 163.6 179.0 202.8 249.0 216.3 186.9 191.7

試算① 212.6 171.8 182.6 212.3 253.8 220.7 192.6 197.9

試算② 213.5 182.8 195.1 213.7 252.3 219.4 189.0 194.2

試算③ 211.2 163.3 191.8 207.6 253.8 216.4 187.0 192.5
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③ ブートストラップ法による検証 

いずれの試算においても、１世帯当たり平均所得金額が現行方式より低くなっていることから、

各試算における平均所得金額について、ブートストラップ法による検証を行った。 

 

ア 方法 

・都道府県（指定都市）kにおける抽出率を f(k)、調査単位区数を m(k)としたときの都道府

県（指定都市）k ごとのブートストラップ標本のサイズ s(k)は(m(k)-1)/(1-f(k))とする。 

・大きさ s(k)のブートストラップ標本を、元の標本単位区から復元抽出し、各試算ごとの１

世帯当たり平均所得を再計算する。 

・これを 200 回繰り返し行う。 

 

イ 検証内容 

・200 回のうち、各試算法による結果と比べ、現行法による結果が何回高いか。 

・200 回行った結果、現行法による結果の平均が各試算による結果の平均よりどの程度高い、

あるいは低い値となるか。 

・現行法や各試算による 200 回分の結果のヒストグラムを作成。 

・各試算による結果と現行法による結果の差分のヒストグラムを作成。 

・現行法による結果と各試算による結果の散布図を作成。 

 

ウ 検証結果 

・元の標本単位区から抽出した場合と比べ、ブートストラップ法による平均所得は、現行法

と試算③による結果ではほとんど差異はなく、試算①では乖離がやや大きく、試算②では

乖離が大きくなった。 

・試算①では 192 回、試算②③では 200 回すべてにおいて、現行法による結果より値が小さ

い。 

・200 回の分布をみると、試算②と試算③は現行よりも低い階級にピークあり。 

・散布図をみると、現行に比べ、試算③、②、①の順に平均所得が低い。 

 

※ブートストラップ法について 

所得に関しては、平均値のみならず、中央値・四分位値などの分位値も重要な指標であ

るが、分位値は理論式による誤差推定法では推計式の作成が難しく、標本誤差の推定が困

難である。 

ブートストラップ法は、抽出された標本からさらにサンプリングを行うことにより、理

論式に基づけば分散の評価が困難であった分位値等の分散を評価するといったことに用い

られている。 
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H22 ブートストラップ 200 回実行結果 

 
  試算①：単位区別回答世帯数による補正を行った試算 
  試算②：H22 国勢調査ベース世帯数による補正を行った試算 
  試算③：所得票有効回答率による補正を行った試算 
 

H22 ブートストラップ 200 回  平均所得分布 

 

試算①：単位区別回答世帯数による補正を行った試算 
試算②：H22 国勢調査ベース世帯数による補正を行った試算 
試算③：所得票有効回答率による補正を行った試算 

単位：件数
現行 試算① 試算② 試算③

現行 ＞ 各試算 － 192 200 200

単位：万円
現行 試算① 試算② 試算③

ブートストラップ平均所得 549.4 545.2 534.6 528.0

現行 - 各試算
（上記の値）

－ 4.2 14.8 21.4

最小所得 535.3 531.9 522.8 505.9

最大所得 565.1 554.9 546.5 544.1

※参考
全件時の平均所得

549.6 544.1 528.5 527.9

分散 25.25 19.25 18.01 43.49

500未満
500以上

505未満

505以上

510未満

510以上

515未満

515以上

520未満

520以上

525未満

525以上

530未満

530以上

535未満

535以上

540未満

540以上

545未満

545以上

550未満

550以上

555未満

555以上

560未満

560以上

565未満

565以上

570未満
570以上

現行 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 15.5% 37.5% 32.0% 9.5% 1.5% 0.5% 0.0%

試算① 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 10.0% 34.0% 39.5% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

試算② 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 14.0% 40.0% 36.0% 8.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

試算③ 0.0% 0.0% 0.5% 2.0% 10.0% 20.0% 26.5% 27.5% 10.5% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

（万円）
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H22 ブートストラップ 200 回 散布図 

 
注：グラフ内に表示した傾き１の直線は「現行＝試算」となるところを示す。 
試算①：単位区別回答世帯数による補正を行った試算 
試算②：H22 国勢調査ベース世帯数による補正を行った試算 
試算③：所得票有効回答率による補正を行った試算 

  

500

510

520

530

540

550

560

570

500 510 520 530 540 550 560 570

試算①

試算②

試算③

現行

（万円）

（万円）

各
試
算
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２ 世帯数と世帯人員数の相関関係 

（１）検証方法 

現在の国民生活基礎調査における世帯票の推計方法は、世帯人員を補助変量とした比推定によって

世帯数と世帯人員数を推計している。すなわち、世帯数と世帯人員数との間に強い比例関係があるこ

とが、推計人口を用いて比推定を行うことの理論的根拠になる。 
そこで、比推定において推計人口を用いている現行の推計方法の妥当性について確認するために以

下の検証を行った。 
 

① 国勢調査のデータを用いた検証 

昭和 55 年以降の国勢調査のデータを用いて、都道府県別の世帯数と世帯人員数の相関係数を求め

た。 
 

② 国民生活基礎調査のデータを用いた検証 

平成 28 年の国民生活基礎調査のデータを用いて、調査対象になった各調査地区の世帯数と世帯人

員数の相関係数を求めた。 
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（２）検証結果 

① 国勢調査のデータを用いた検証 

平成 27 年の国勢調査における都道府県別の世帯数と世帯人員数の相関をみると、一般世帯（総数）、

一般世帯（単独世帯以外）ともに、相関係数（r 値）が１に近くなっており、強い相関が見られた。 
 

平成 27 年国勢調査における世帯数と世帯人員数の相関 

 一般世帯（総数）（上）・一般世帯（単独世帯以外）（下） 
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② 国民生活基礎調査のデータを用いた検証 

平成 28 年国民生活基礎調査における各調査区の世帯数と世帯人員数の相関をみると、全世帯、単

独世帯以外ともに、相関係数（ｒ値）が１に近くなっており、強い相関が見られた。 
 

平成 28 年国民生活基礎調査における世帯数と世帯人員数の相関 

 全世帯（上）・単独世帯以外（下） 
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３ 評価 

（１）全部不詳データの補正 

 

・平成 22年データによるいずれの試算においても補正しきれない点は、平成 19年データと同じで

あった。 

・１世帯当たり平均所得金額をみると、現行方式に比べて、各試算とも平均所得は低くなり、その

乖離は試算②と③で特に大きい。これは、現行で捕捉率の低い単独、若年世帯のウエイトが高く

なるためだと考えられる。 

・平成 19年データを用いた試算でも現行方式での平均所得との差が見られたが、平成 22年データ

を用いた試算ではその差が更に大きくなった。 

・試算③については、所得票の有効回答率を用いて補正していることから、回答率が低いと思われ

る低所得層が過大に見積もられた結果、より低い数値になったと考えられ、試算③を採用するの

は適切ではないのではないか。 

・今回の結果をみると、低所得層を含めた回答率を上げる取組が重要である。 

・試算②については、国勢調査が５年に１度であるからこの間の年をどのように推計するかという

問題もある。 

・試算②では、国勢調査の世帯構造×世帯主年齢階級別世帯分布にあわせて補正しているため、世

帯構造別にみた場合、ほとんど乖離は生じないが、世帯類型（注）でみた場合、母子世帯等で国民

生活基礎調査と国勢調査の世帯数に乖離が生じる。 

・国民生活基礎調査の結果は社会・経済的に重要な指標となっている。推計方法を変更することは、

相対的貧困率などに影響を与えることになり、慎重に検討しなければならない。 

・過去の調査結果との継続性が失われることから、推計方法を変更する場合には十分な説明が必要

である。 

・今回の検証結果から、いずれの方法についても、現行の推計方法に変えて採用するべきという積

極的な根拠は得られなかった。 

 

（注）世帯類型の分類は以下のとおり 

    １ 高齢者世帯 ２ 母子世帯 ３ 父子世帯 ４ その他の世帯 

 
 
（２）世帯数と世帯人員数の相関関係 

・「単独世帯」「単独世帯を含んだ全世帯」いずれについても世帯数と世帯人員数の間に非常に強い

相関がある。 

・したがって、現行の推計人口を用いた比推定により世帯数と世帯人員数を推計していることにつ

いては妥当である。 
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Ⅳ 郵送回収（試験調査）の結果の検証 
 

厚生労働省では、現在の調査員による回収を基本としつつ、さらなる回収率の向上を図るため、世帯

の方と一度も接触できない面接不能世帯を対象とした郵送回収の試験調査を平成 29 年に実施した。 
 

１ 試験調査の実施方法 

試験調査は、平成 27 年国勢調査区のうち、指定都市（熊本市を除く）及び特別区から抽出した 44 地

区のすべての世帯及び世帯員を対象として実施した。 
調査の実施時期や調査の系統、調査票の内容（世帯票及び所得票）は国民生活基礎調査（以下「本体

調査」という。）と同じである。 
調査方法については、調査員が調査票を配布・回収するという本体調査と同様の方法を基本としつつ、

再三訪問しても不在で一度も面接できない世帯の場合に限り、郵送にて調査票を回収する方法により行

った。 
なお、郵送回収に切り替えるタイミングは以下の２パターンの方法によった。 

【試験Ａ】 
訪問回数制限なし（保健所又は福祉事務所へ提出する期限ぎりぎりまで訪問に努めても、面

接不能な場合は郵送に切り替える。） 22 地区 
【試験Ｂ】 

訪問回数制限あり（郵送回収の対象とする判断基準（訪問回数）を検討するために、３回の

訪問で面接不能な場合は郵送に切り替える。） 22 地区 
 

調査の系統は下図のとおりであり、郵送回収は世帯から直接厚生労働省宛てに郵送した。 

 
 

  

厚
生
労
働
省

都
道
府
県

保健所指定都市
特別区

指定都市
特別区

福祉
事務所

調
査
員

世

帯

郵送回収
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２ 試験調査の実施結果 

試験調査の回収率や記入率について、直近の簡易調査年である平成 27 年の国民生活基礎調査の結果

（総数及び試験調査の対象と同じ指定都市・特別区分）との比較を行うとともに、調査員が各世帯を訪

問した回数及び調査員や地方自治体に対して実施したアンケートの結果について検証した。 
 

（１）回収率について 

① 世帯票 

・調査員回収率は、27 年本体調査（指定都市・特別区分）の 68.1％に比べ、試験Ａは 66.3％でや

や低く、試験Ｂは 51.6％で 16.5 ポイント低い 
・郵送回収率は、試験Ａが 4.4％、試験Ｂが 9.5％、郵送切替世帯の回収率は試験Ａが 19.6％、試

験Ｂが 31.4％ 
・総回収率は、調査員回収のみの 27 年本体調査（68.1%）に比べ、試験Ａは 70.6％でやや高く、

試験Ｂは 61.0％で 7.1 ポイント低い 
 

 
注：平成 27 年本体調査の「指定都市・特別区分」には、熊本市を含まない。 
 

② 所得票 

・調査員回収率は、27 年本体調査（指定都市・特別区分）の 68.7％に比べ、試験Ａは 62.9％で 5.8
ポイント低く、試験Ｂは 51.4％で 17.3 ポイント低い 

・郵送回収率は、試験Ａが 4.1％、試験Ｂが 5.9％、郵送切替世帯の回収率は試験Ａが 22.8％、試

験Ｂが 21.3％ 
・総回収率は、調査員回収のみの 27 年本体調査（68.7%）に比べ、試験Ａは 67.1％でやや低く、

試験Ｂは 57.2％で 11.5 ポイント低い 
 

 
注１：平成 27 年本体調査の「指定都市・特別区分」には、熊本市を含まない。 

２：試験Ｂでは、世帯票の調査対象世帯に所得票で調査対象外となる「住み込み又はまかない付きの

寮・寄宿舎に居住する単身世帯」があったため、所得票の調査対象世帯数と世帯票の総回収世帯

数が一致していない。 

調査対象世帯数  281  382 59 425 19 100

回収世帯数  893  838  55  55  774  654  120  120 46 651 13 004

回収率（％） 70.6 66.3 4.4 19.6 61.0 51.6 9.5 31.4 78.5 68.1

（再掲）
指定都市・
特別区分

1 268

平成27年本体調査

1 264

（調査員回収のみ）

郵送
回収

（再掲）
郵送切替

世帯

試験Ｂ（訪問回数制限あり（３回））試験Ａ（訪問回数制限なし）

（再掲）
郵送切替

世帯

郵送
回収

調査員
回収

総回収 総数

平成29年試験調査

総回収
調査員
回収

調査対象世帯数 162 211 9 036 2 502

回収世帯数 599 562 37 37 440 395 45 45 6 880 1 720

回収率（％） 67.1 62.9 4.1 22.8 57.2 51.4 5.9 21.3 76.1 68.7

（再掲）
指定都市・
特別区分

総数

平成29年試験調査

試験Ａ（訪問回数制限なし） 試験Ｂ（訪問回数制限あり（３回））

総回収

893 769

平成27年本体調査

（調査員回収のみ）

総回収
調査員
回収

郵送
回収

（再掲）
郵送切替

世帯

調査員
回収

郵送
回収

（再掲）
郵送切替

世帯
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（２）未記入率・誤記入率について（主な調査項目） 

① 世帯票 

ア 未記入率 

・試験Ａ及び試験Ｂともに、「最多所得者」の項目で調査員回収より郵送回収が高い 
・試験Ａでは、調査員回収の 10.9％に比べ、郵送回収では 41.8％と 30.9 ポイント高い 
・試験Ｂでは、調査員回収の 8.6％に比べ、郵送回収では 31.8％と 23.2 ポイント高い 

 
イ 誤記入率 

・試験Ａ及び試験Ｂともに、調査員回収と郵送回収に大きな差はない 

 
注１：平成 29 年試験調査、平成 27 年本体調査ともに、チェック前のデータを使用している。 

２：平成 27 年本体調査の「指定都市・特別区分」には、熊本市を含まない。 
  

（単位：％）

備考

調査員
回収

郵送回収
調査員
回収

郵送回収
調査員
回収

郵送回収
調査員
回収

郵送回収

最多所得者 10.9 41.8 8.6 31.8 11.5 14.8 4.5 5.5 6.7 5.5 3.5 3.9 世帯別

世帯主の続柄 1.0 - 0.7 0.5 0.4 0.4 - - 0.1 - 0.0 0.0

性 5.1 6.0 3.6 5.5 2.3 2.7 0.1 - - - 0.0 -

出生年月・元号 0.6 - 0.7 0.5 0.8 1.0 - - - - 0.0 -

出生年月・年 0.5 - 0.9 0.5 0.2 0.2 - - - - 0.0 0.0

出生年月・月 0.7 - 1.1 0.5 0.3 0.3 0.1 - - - 0.0 0.0

配偶者の有無 3.4 - 3.4 4.0 2.9 3.1 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1

仕事の有無 6.4 9.0 4.8 8.5 3.2 4.4 0.2 - 0.2 - 0.2 0.2

勤めか自営かの別 1.6 - 0.7 2.7 1.1 1.4 - - - - - -

勤め先での呼称 0.1 - 0.6 1.1 0.7 0.9 - - 0.1 - 0.1 0.1

（１）未記入率 （２）誤記入率

平成29年試験調査 平成29年試験調査平成27年本体調査 平成27年本体調査

（再掲）
指定都市・
特別区分

世帯員別

15歳以上の
世帯員別

試験A 試験B （再掲）
指定都市・
特別区分

試験A 試験B

総数 総数
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② 所得票 

ア 未記入率 

・試験Ａでは、調査員回収と郵送回収に大きな差はない 
・試験Ｂでは、所得の状況、所得税金額、住民税額、社会保険料額で郵送回収の方が未記入率

は高い 
 

イ 誤記入率 

・試験Ａ及び試験Ｂともに、郵送回収の方が誤記入率は高い 

 
注１：平成 29 年試験調査、平成 27 年本体調査ともに、チェック前のデータを使用している。 

２：平成 27 年本体調査の「指定都市・特別区分」には、熊本市を含まない。  
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（３）訪問回数について 

① 世帯票  

ア 試験Ａ 

・調査対象全世帯の訪問回数は平均４.６回、３回の訪問が最も多く、次いで４回、２回が多い 
・調査員回収ができた世帯の訪問回数は平均３.８回、３回の訪問が最も多く、次いで２回、４

回が多い 
・郵送切替世帯の訪問回数は平均７.０回、６回の訪問が最も多く、次いで３回、13 回が多い 
 

 
 

イ 試験 B 

・調査対象全世帯の訪問回数は、平均３.２回、３回の訪問が最も多く、次いで２回、４回が多

い 
・調査員回収ができた世帯の訪問回数は、平均３.０回、２回の訪問が最も多く、次いで３回、

４回が多い 
・郵送切替世帯の訪問回数は、平均３.４回、３回の訪問が最も多く、次いで４回が多い 
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② 所得票 

ア 試験Ａ 

・調査対象全世帯の訪問回数は、平均４.０回、４回の訪問が最も多く、次いで３回、５回が多

い 

・調査員回収ができた世帯の訪問回数は、平均３.８回、４回の訪問が最も多く、次いで３回、

５回が多い 

・郵送切替世帯の訪問回数は、平均５.５回、３回の訪問が最も多く、次いで６回が多い 

 

 

 
イ 所得票 試験Ｂ 

・調査対象全世帯の訪問回数は、平均２.８回、３回の訪問が最も多く、次いで２回、１回が多

い 

・調査員回収ができた世帯の訪問回数は、平均２.６回、２回の訪問が最も多く、次いで３回、

１回が多い 

・郵送切替世帯の訪問回数は、平均３.２回、３回の訪問が最も多く、次いで４回が多い 
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（４）調査関係者の負担感等について 

① 調査員に対するアンケート 

・「負担があった」と感じている割合は、世帯票・所得票ともに、試験Ｂよりも試験Ａの担当調査

員の方が高い 

  ＜世帯票＞試験Ａ：54.5％，試験Ｂ：18.2％ 

  ＜所得票＞試験Ａ：52.2％，試験Ｂ：31.8％ 
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・「訪問回数制限を設けた方がよい」と感じている割合は、世帯票・所得票ともに、試験Ａよりも

試験Ｂの担当調査員の方が高い 

  ＜世帯票＞試験Ａ：63.6％，試験Ｂ：81.8％ 

  ＜所得票＞試験Ａ：65.2％，試験Ｂ：86.4％ 

 

 
 

 
 

・望ましいと考える調査票回収方法の割合は、世帯票・所得票ともに「調査員＋郵送＋オンライン」

が最も高く、次いで「調査員＋郵送」が高い 

  ＜世帯票＞調査員＋郵送＋オンライン：40.9％、調査員＋郵送：27.3％ 

  ＜所得票＞調査員＋郵送＋オンライン：40.0％、調査員＋郵送：17.8％ 

・世帯票・所得票ともに、「郵送＋オンライン」や「郵送」の割合は低い 
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② 保健所・福祉事務所に対するアンケート 

・調査を実施して「負担があった」と感じている割合は、世帯票・所得票ともに、試験Ｂよりも

試験Ａの担当保健所等の方が高い   

＜世帯票＞試験Ａ：59.1％，試験Ｂ： 9.1％ 

  ＜所得票＞試験Ａ：65.0％，試験Ｂ：25.0％ 

 

 

 
 

・試験Ａと試験Ｂの両方を実施した保健所等が考える望ましい調査方法の割合は、世帯票では試

験Ａよりも試験Ｂが高く、所得票では全て試験Ｂ 

  ＜世帯票＞試験Ａ：25.0％，試験Ｂ：66.7％ 

  ＜所得票＞試験Ａ：  －  ，試験Ｂ：100.0％ 
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③ 東京都・指定都市に対するアンケート 

・望ましい調査方法の割合は、世帯票・所得票ともに、試験Ａよりも試験Ｂが高い 

  ＜世帯票＞試験Ａ：20.0％、試験Ｂ：80.0％ 

  ＜所得票＞試験Ａ：25.0％、試験Ｂ：75.0％ 
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３ 評価 

（１）郵送回収の導入の是非について 

・訪問回数を制限しないことを条件として、郵送回収を導入することは、回収率の向上に資する可

能性がある。 

・郵送回収の導入目的は、回収率を維持・向上させるためであって、調査現場の負担軽減のためで

はないことに留意が必要である。 

 

（２）仮に郵送回収を導入する場合について 

① 郵送回収に切り替えるタイミングについて 
 

・訪問回数を制限して郵送に切り替えると、回収率が大きく落ち込むことから、訪問回数の制限

は行うべきではない。 

・郵送回収では未記入・誤記入が多くなるため、郵送切替世帯が多くなる訪問回数の制限は行う

べきではない。 

 

② 郵送切替の対象とする世帯の範囲について 
 

・郵送回収では未記入・誤記入が多くなるため、郵送切替対象の範囲については慎重に検討すべ

きである。 

・郵送を希望する世帯は言葉どおり回答してくれるかどうか不確定要素が大きい。 

・郵送回収導入の目的は回収率の維持・向上であることから、郵送切替対象世帯の範囲を安易に

広げるべきではない。 

 
③ 郵送回収の導入時期について 

 
・調査環境は悪くなりこそすれ、改善することはほとんどないので、最も早い次回大規模調査か

ら導入するという考え方もある。 

・次回大規模調査まで準備期間が少ないことから、調査現場の混乱や調査結果への影響を考え、

まず簡易調査から導入するという考え方もある。 

・導入時期については、前述した二つの考え方があるが、調査実施のスケジュール等を踏まえて、

厚生労働省において判断するべきものである。 
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Ⅴ まとめ 
 
統計委員会答申の今後の課題である、非標本誤差の縮小に向けた取組について、当研究会が検証・結果

を行った結果をまとめると、以下のとおりである。 

 

ア 本調査及び国勢調査の調査対象世帯に係る属性等の比較・検証について 

国民生活基礎調査と国勢調査を原データレベルでの比較・検証したところ、都市部の単独・若年

世帯の捕捉率が低いという、従来から推計数ベースで把握していたことと同様の結果が確認された。

捕捉率の悪い層について、回収率の向上のためのより一層の方策を講じることが重要である。 

 

イ 本調査結果及び国勢調査結果の分布に係る乖離の縮小に向けた検討について 

過去に試みた全部不詳データ（無回答世帯）の補正について、調査年次を変えて試算を行ったが、

いずれの方法についても、現行の推計方法に変えて採用すべきという積極的な証拠は得られなかっ

た。 

また、世帯数と世帯人員数との間に強い比例関係があることが確認されたことから、世帯人員を

補助変量とした比推定によって世帯数と世帯人員数を推計している現行の推計方法は妥当である。 

 

ウ 回収率向上に向けた調査方法の検討 

郵送回収については、回収率を維持・向上させることを目的として導入すべきである。  

ただし、導入するにあたり、訪問回数の制限や郵送切替の対象とする世帯の範囲を拡大すると、

回収率が低下し、郵送回収の増加によって未記入や誤記入が増加することが想定されるため、訪問

回数の制限や郵送切替対象世帯の範囲の安易な拡大はするべきでない。 

郵送回収の導入時期は、次回大規模調査から実施するか、簡易調査から実施するかについて、調

査実施のスケジュール等を踏まえて厚生労働省が判断するべきものである。 

 

 


